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①保育所等利用・料金支払い 

②領収書の発行 

③利用補助請求書、領収書等の提出 

④支援額振込 

・利用補助請求書はHPよりダウンロード可 

・さっつん保育園・さくらっ子保育園の利用者は、

領収書の代わりに通帳の保育料引き落としが分か

るページの写しと保育料実績表の写し 

保育支援利用のフローチャート 

★利用条件★ 

１.  利用 1回につき、1,200 円の補助を行う。 

２. 1回の利用につき、利用者の負担額が 1,200円以上のサービスを支援対象とする。 

※自治体による利用料の減免措置や令和元年 10月１日からの幼児教育・保育の無償化により利用者負担額が 1,200 円未満となるものは支援対象外です。 

３. 支援回数は、同一世帯につき 1ヶ月 4 回までとし、かつ、年 36,000円を上限とする。 

・領収書は事業所の押印のあるもの 
 ※さっつん保育園・さくらっ子保育園は口座引き落と

しのため領収書は発行されません。 １ヶ月分まとめて、利用翌月の５日までに 
※ さっつん保育園・さくらっ子保育園利用の場合は利用

翌々月５日までに 
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